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特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
訪
問
販
売
に
お
け
る
禁
止
行
為
）

（
訪
問
販
売
に
お
け
る
禁
止
行
為
）

第
七
条

法
第
七
条
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
七
条

法
第
七
条
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

訪
問
販
売
に
係
る
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
、
次
に

（
新
設
）

掲
げ
る
書
面
で
あ
つ
て
、
購
入
者
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
購
入
者
等
」
と
い
う
。
）
が
生
命
保
険
に
関
す
る
契
約
又
は
生
命
共

済
に
関
す
る
契
約
（
以
下
「
生
命
保
険
契
約
等
」
と
い
う
。
）
の
被
保
険
者
又
は

被
共
済
者
（
以
下
「
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
と
な
る
こ
と
に
同
意
す
る
旨
記

載
さ
れ
て
い
る
も
の
（
当
該
生
命
保
険
契
約
等
に
つ
い
て
の
同
意
に
関
す
る
事
項

が
赤
枠
の
中
に
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大

き
さ
の
赤
字
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
当
該
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
に

関
す
る
署
名
又
は
押
印
と
は
別
に
当
該
生
命
保
険
契
約
等
に
関
す
る
署
名
及
び
押

印
を
す
る
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
、
当
該
購
入
者
等
の
署
名

又
は
押
印
を
さ
せ
る
こ
と
。

イ

法
第
四
条
又
は
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
書
面

ロ

第
三
者
が
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
に
当
該
売
買
契
約
に
係
る
商
品
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若
し
く
は
権
利
の
代
金
若
し
く
は
当
該
役
務
提
供
契
約
に
係
る
役
務
の
対
価
（

以
下
「
代
金
等
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
購
入
者
等
が

当
該
第
三
者
に
当
該
代
金
等
に
相
当
す
る
額
を
支
払
う
旨
を
記
載
し
た
書
面
又

は
購
入
者
等
が
代
金
等
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
充
て
る
た
め
の
金
銭
を
借
り

入
れ
る
旨
を
記
載
し
た
書
面

六

（
略
）

七

（
略
）

五

（
略
）

六

（
略
）


